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はじめに 
 本学は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基

準）」（平成１９年２月１５日文部科学大臣決定。令和３年２月１日改正）及び

「浜松医科大学競争的資金等の使用・運営・管理に関する規則」を踏まえ、研

究費の不正使用を防止するため「研究費の使用に関する不正防止計画」を策定

し、研究費の適正かつ効率的な運営・管理及び監査体制に万全を期する。 

 
１． 職務と役割 

① 内部統制最高管理責任者（学長）は最高管理責任者として最終責任を負

う。また、競争的資金等の適正な運営及び管理の実施状況等について、

内部統制委員会（役員会）において内部統制担当役員（理事（企画・評

価担当））から報告を受ける。 
② 理事（財務担当）は統括管理責任者として学長を補佐し、会計事務を統

括する。 
③ 競争的資金等の適正な運営及び管理の実質的な責任と権限を持つ者とし

て、コンプライアンス推進責任者を置く。コンプライアンス推進責任者

は不正防止を図るため、研究者及び研究費の管理に関わる職員に対して

コンプライアンス講習等の受講状況の管理監督を行い、総括管理者に状

況の報告を行う。このほか、不正を未然に防ぐための継続的な啓発活動

を実施する。また、競争的資金等の管理と執行状況の把握を行い、必要

に応じて改善を指導する。 
④ 各講座の主任教員等は、コンプライアンス推進責任者からの指示、連絡

及び要請等を所属職員に周知し、競争的資金等の使用にあたって、法令

及び関連規則を遵守させる。 
⑤ 研究者は競争的資金等が公的資金であることを十分に認識し、法令及び

関連規則を遵守する。 
⑥ 監事は、不正防止に関する内部統制の整備・運用状況について内部統制

委員会（役員会）等において必要に応じ意見を述べる。 
２． 実施内容 

① 研究者及び研究費の管理に関わる職員に研究費の適正使用に関し、規則

等を十分理解させ、関連法令等を遵守する旨の誓約書を提出させる。 
② 研究者及び研究費の管理に関わる職員にコンプライアンス教育として、

一般財団法人公正研究推進協会（APRIN）が提供する e ラーニングプロ

グラム (eAPRIN) を受講させ、受講状況を管理監督する。 
③ 研究者及び研究費の管理に関わる職員に対し、不正根絶に向けた継続的

な啓発活動を実施する。 



④ 研究者及び研究費の管理に関わる職員に対し、説明会 ・研修会等を積極

的に実施し、不正使用事案等を紹介するとともに公的研究費に関するル

ールの周知徹底を図る。 
⑤ 研究者及び研究費の管理に関わる職員にとって分かりやすいようにルー

ルを明確に定め、ルールと運用の実態が乖離していないか必要に応じて

見直しを行う。 
⑥ 競争的資金等の使用・管理に関する事務処理手続きマニュアルの見直し

を行い、事務処理の適正化及び効率化を図る。 
⑦ 研究費の不正使用防止への取組みについて、ホームペ－ジにより内外に

公表し周知を図る。 
⑧ 内部監査の強化を図るため、不正使用発生要因に着目した防止策を実施

する。 
⑨ 本学と一定の取引のある業者に対し、本学関係規程等の遵守、不正・不

適切な契約を行わないこと及び監査、調査等への協力などを記載した誓

約書の提出を要請する。 
３． 不正防止計画の点検・評価 

「研究費等不正防止計画推進委員会」は、常に研究費に係る不正発生要

因の把握に努め、作成した不正防止計画について実施状況を確認し、モ

ニタリングを行い、監査結果を評価し、必要に応じて計画の見直しや是

正対応を図る。 
４． 不正防止計画（別紙） 
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